
共産党 自民 公明 民主 社民
企業組織再編に
ともなう労働者
保護法案

○ × × × ×

雇用規制法案 提案

サービス残業
根絶特別措置法

提案
審議対象にせず

日本共産党が提出した゛労働者保護・安
定雇用拡大゛法案に対する各党の態度

注）いずれも２０００年に提出。○は賛成、×は反対

施
行
年

共
産
党

自
民

公
明

民
主

社
民

「産業再生」法 1999 × ○ ○ × ×

「産業再生」法
改悪・延長

2003 × ○ ○ ○ ×

会社分割法 2001 × ○ ○ ○ ×

労働基準法改悪 2000 × ○ ○ ○ ○

労働者派遣法改悪 2000 × ○ ○ ○ ○

○は賛成、×は反対

゛リストラ促進・受け皿゛法に対する各党の態度

こ
の
春
、
大
企
業
の
四
社
に
一

社
が
過
去
最
高
の
も
う
け
を
あ
げ

る
一
方
で
、
働
く
人
た
ち
は
い
ま
、

か
つ
て
な
い
雇
用
不
安
と
賃
下
げ

不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
原

因
を
つ
く
っ
た
の
は
誰
か
。
財
界
・

大
企
業
の
注
文
に
応
え
て
、
リ
ス

ト
ラ
・
人
減
ら
し
を
制
度
的
に
促

進
し
て
き
た
政
治
に
責
任
が
あ
り
ま
す
。

人
を
減
ら
す
ほ
ど

税
金
ま
け
る
悪
法

リ
ス
ト
ラ
を
促
進
し
た
制
度
の
一
つ
は
、

リ
ス
ト
ラ
・
人
減
ら
し
の
“
蛇
口
”
を
開

い
た
制
度
―
―
「
産
業
再
生
」
法
と
会
社

分
割
法
で
す
。

「
産
業
再
生
」
法
は
、
リ
ス
ト
ラ
を
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
大
企
業
の
税
金
を
ま
け
て

や
る
制
度
。
施
行
後
の
四
年
半
で
、
大
企

業
は
九
万
人
の
正
社
員
を
削
減
し
て
、
本

来
払
う
べ
き
税
金
を
八
百
七
十
億
円
も
払

わ
ず
に
済
み
ま
し
た
。
労
働
者
一
人
あ
た

り
の
削
減
に
つ
き
、
九
十
二
万
円
も
お
金

が
戻
っ
た
勘
定
で
す
。

同
法
は
一
九
九
九
年
、
自
民
・
公
明
・

自
由
（
当
時
）
の

三
党
の
賛
成
で
成

立
。
二
〇
〇
三
年

三
月
に
期
限
切
れ

の
は
ず
で
し
た
が
、

自
民
・
公
明
・
民

主
各
党
の
賛
成
で
、

期
間
を
五
年
間
延

長
し
認
定
対
象
を

拡
大
し
た
改
悪
法

に
引
き
継
が
れ
て

い
ま
す
。

会
社
分
割
法
は
、

企
業
の
不
採
算
部

門
を
切
り
離
し
、

売
却
し
て
、

“
職
場
丸

ご
と
”
リ

ス
ト
ラ
で

き
る
よ
う

に
し
た
制

度
で
す
。

労
働
者
本

人
の
同
意

を
不
要
と

し
た
た
め
、

大
企
業
Ａ

社
の
社
員

が
、
強
制

的
に
Ｂ
企

業
の
子
会
社
社
員
に
さ
れ
た
後
、
労
働
条

件
を
切
り
下
げ
ら
れ
た
り
、
退
職
に
追
い

込
ま
れ
る
例
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

こ
の
三
年
間
で
、
同
法
を
活
用
し
た
企

業
は
千
八
百
四
十
八
社
、
件
数
は
二
千
二

百
八
十
四
件
に
も
上
り
、
今
後
い
っ
そ
う

増
え
る
見
込
み
で
す
。
Ｉ
Ｂ
Ｍ
や
日
立
、

Ｎ
Ｅ
Ｃ
な
ど
電
機
メ
ー
カ
ー
や
商
社
、
鉄

鋼
を
は
じ
め
、
広
範
な
大
企
業
が
活
用
し

て
い
ま
す
。
同
法
は
二
〇
〇
〇
年
五
月
、

自
民
・
公
明
・
保
守
（
当
時
）
の
与
党
三

党
と
民
主
・
自
由
（
当
時
）
両
党
の
賛
成

で
成
立
し
ま
し
た
。
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不
安
定
な
雇
用
で
正

社
員
お
き
か
え

も
う
一
つ
は
、
“
リ
ス
ト
ラ
受
け

皿
”
制
度
で
、
人
減
ら
し
し
た
労

働
者
を
正
社
員
で
は
な
く
不
安
定

雇
用
で
雇
う
た
め
の
労
働
基
準
法

と
労
働
者
派
遣
法
の
改
悪
で
す
。

二
〇
〇
〇
年
施
行
の
改
悪
労
働
基
準
法

は
、
低
賃
金
で
不
安
定
な
有
期
雇
用
を
拡

大
す
る
た
め
、
契
約
期
間
の
上
限
（
一
年

以
内
）
を
三
年
に
延
長
し
ま
し
た
。
企
業

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
三
―
五
年
単
位
が
多

い
た
め
、
こ
れ
ま
で
正
社
員
が
担
っ
て
い

た
業
務
を
、
同
法
に
よ
っ
て
、
非
正
社
員

へ
の
置
き
換
え
を
し
や
す
く
し
た
の
で
す
。

労
働
者
に

精
神
疾
患
の
広
が
り

同
時
に
、
長
時
間
働
か
せ
て
も
残
業
代

を
支
払
わ
ず
に
す
む
裁
量
労
働
制
を
、
広

範
な
“
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
”
（
事
務
・
技

術
系
労
働
者
）
に
拡
大
し
、
企
業
の
コ
ス

ト
削
減
に
“
貢
献
”
。
以
降
、
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
労
働
者
の
精
神
疾
患
が
広
が
り
過

労
死
が
増
大
し
て
い
ま
す
。

同
法
は
、
日
本
共
産
党
を
除
く
す
べ
て

の
政
党
―
―
自
民
、
民
主
、
平
和
・
改
革

（
公
明
）
、
社
民
な
ど
各
党
の
賛
成
で
成

立
し
ま
し
た
。

同
じ
く
、
日
本
共
産
党
以
外
の
す
べ
て

の
政
党
の
賛
成
で
成
立
し
た
の
が
、
二
〇

〇
〇
年
施
行
の
改
悪
労
働
者
派
遣
法
で
す
。

対
象
業
務
を
専
門
的
な
限
定
二
十
六
業
務

か
ら
原
則
自
由
化
（
製
造
業
務
な
ど
除
く
）

し
ま
し
た
。
派
遣
労
働
は
他
の
有
期
雇
用

と
違
っ
て
、
企
業
が
雇
用
責
任
を
負
わ
ず

に
済
む
た
め
、
簡
単
に
契
約
を
打
ち
切
っ

た
り
人
を
差
し
替
え
た
り
、
企
業
に
だ
け

都
合
の
い
い
働
か
せ
方
で
す
。

同
法
に
よ
っ
て
、
派
遣
労
働
者
は
三
年

間
で
倍
増
し
、
現
在
二
百
十
三
万
人
に
達

し
て
い
ま
す
。
〇
四
年
三
月
か
ら
は
製
造

業
務
も
解
禁
に
し
た
た
め
、
今
後
い
っ
そ

う
増
大
す
る
こ
と
は
必
至
で
す
。

（
７
月
６
日
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」
よ
り
）

一
貫
し
て

リ
ス
ト
ラ
推
進
に
反
対

日
本
共
産
党
は
、
こ
れ
ら
“
リ
ス
ト
ラ

促
進
・
受
け
皿
法
”
に
い
っ
か
ん
し
て
反

対
し
、
廃
止
を
求
め
た
唯
一
の
政
党
で
す
。

同
時
に
、
労
働
者
保
護
と
安
定
雇
用
の
確

保
・
拡
大
の
た
め
の
法
案
を
提
出
し
て
き

ま
し
た
。
「
企
業
組
織
再
編
に
と
も
な
う

労
働
者
保
護
法
案
」
は
、
日
本
共
産
党
以

労
働
者
保
護
法
案
」
は
、
日
本
共
産
党
以

外
の
各
党
の
反
対
で
否
決
さ
れ
、
「
解
雇

規
制
法
案
」
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
根
絶
特
別

措
置
法
案
」
に
つ
い
て
は
、
各
党
が
審
議

の
対
象
に
も
さ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

雇
用
問
題
で
も
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は

“
財
界
・
大
企
業
の
た
め
の
政
治
”
か
、

“
労
働
者
・
国
民
の
た
め
の
政
治
”
か
に

あ
り
ま
す
。


